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新潟市子ども条例に係る周知・啓発状況 

  

新潟市子ども条例について、権利の主体である子どもたちのほか、幅広い市民に周知する

ため、様々な取組を実施（又は予定）しています。 

 

【年間計画（第 1回推進委員会資料抜粋）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施結果（令和 5年 5月から 10月）】 

項目１ 発達段階に応じた周知・啓発 

 令和 5年度時点の内容に修正し、7月 19日 

 に教育委員会を通じてパンフレットデータ 

を各校に送付し、児童・生徒、先生への周 

知を依頼。 

9月 4日の週には、小・中学校 1年生に対 

してパンフレットを配布。 

   昨年度作成した啓発動画の活用を改めて依頼。 

 

  

資料１ 

小学生向け    中・高校生向け 

啓発動画 
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項目２ 周知・啓発キャンペーンの実施 

 5月 5日から 11日の「新潟市子どもの権利 

週間」に合わせて、イベントを開催。 

関連イベントでも周知を図った。 

【新潟市こども創造センター】 

   5月 5日（金・祝）約 1,000名参加 

   ほのわちゃん塗り絵の実施、風船配布、アサヒ 

飲料様提供飲料の配布、関連イベントの実施 

【MGC三菱ガス化学アイスアリーナ】 

GW期間及び 10月 

来場者に対して、おとな向けパンフレット 

や啓発用ポケットティッシュを配布 

  【保育園やこども園など】 

   ほのわちゃん塗り絵の実施 

 市役所本庁舎において懸垂幕を掲出 

 市役所本庁舎内において、毎週月曜・水曜・ 

金曜日にアナウンスを行い、来庁者及び 

職員に向けて周知を図った。 

 11月のイベントに向けて啓発用ノベルティ 

グッズの制作 

   ⇒カラーペンシル・風船・絆創膏 

 10月 1日（日）BSNキッズフェスティバル 

2023in万代シティにおけるパンフレット 

及び風船の配布 

 アサヒ飲料㈱の協力のもと、市内のスーパー 

やドラックストアなどで販売する、十六茶など 

の商品２万本に対して条例のＰＲを配した 

首掛け POPを設置 

（第一弾）10月 10日から 20日予定 

（第二弾）11月 13日から 22日予定 

 

 

 

こども創造センターにおけるイベントの様子 

BSN キッズフェスティバル出店ブースの様子 

こども園等におけるほのわちゃん塗り絵実施の様子 

首掛け POP のデザイン 
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項目３ 多様な情報発信ツールを活用した周知啓発 

 ４月より市政情報モニターで放映 

 子ども権利週間に合わせてイベント情報の他 

条例の紹介をにいがた子育て応援アプリ 

及び新潟市 LINE公式アカウントで配信 

 10月 8日新潟シティマラソンこども向け 

提供品として啓発用ポケットティッシュ配付 

 10月 11日リトル・ママフェスタ来場者 

約 900組へのパンフレット配布 

 市報 10月 15日号への掲載 

 教育委員会発行の「にいがた共育通信」115号への掲載 

 新潟日報フリーペーパーassh10月 26日号へ掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assh10 月 26 日号 

市報 10 月 15 日号 
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項目４ 子どもと関わる職員等への研修を通じた理解の促進 

 7月 6日 令和 5年度放課後児童クラブ 第 1回ネットワーク情報交換会 

おとな向けパンフレット及び概要版パンフレットを使用し、放課後児童クラブ支援員

に対して本条例について説明を行った。 

 

 8月 23日 山の下中学校区小中一貫教育事業 人権教育・同和教育の研修 

山の下中学校区の 3 校で合同開催された研修への派遣依頼を受け、本条例の制定にか

かる説明及び学校教育での活用について説明を行った。 

 

 9月 4日 新潟市小学校長会広報部の取材 

市立小学校長会広報「おしえ」222号の「訪問記」に掲載するため、子ども条例の制定

に係る経緯、現状、今後の展開の見通し、学校との連携等について取材を受けた。 

 

 10月 11日 令和 5年度市立保育施設長研修会 

市立保育施設長等約 90名が参加し、フリー・ザ・チルドレン・ジャパンの中島さんを

講師に、「子どもの人権を保育に活かすために」をテーマとして子どもの権利条約など

を取り上げ、子どもの権利について研修が行われた。研修に先立ち、こども政策課か

ら本条例について説明を行った。 

 

 10月 24日 令和 5年度主任児童委員研修会 

新潟市の主任児童委員及び地区民生委員児童委員協議会長が参加する研修会において、

こども政策課から本条例の取組にかかる説明を行い、フリー・ザ・チルドレン・ジャパ

ンの中島さんから「子どもが声を上げられ、その声が聴かれる地域づくりとは」につ

いて講演が行われた。 
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【今後の予定（令和 5年 11月以降）】 

項目１ 発達段階に応じた周知・啓発 

 11月 保育園やこども園などに昨年度作成した子ども向け啓発動画の活用を依頼 

 11月 小学校及び中学校に必要に応じてパンフレットを追加送付し、授業などに 

おける活用を依頼 

 

項目２ 周知・啓発キャンペーンの実施 

  子どもの権利月間に合わせた取組 

 11月 SNS広告の実施 

 11月 9日（木） assh掲載 

 11月 11日（土） 子ども条例啓発イベント inイオンモール新潟南店 

   午前 10時から午後 4時まで 1階マリンコート脇において以下の取組を実施 

   取組内容：パンフレット・風船の配布、育児相談、子ども条例ストラックアウトなど 

 11月 18日（土） 万代シティにおけるパンフレット配布 

 11月 子ども創造センター開催の関連イベントにおけるパンフレット配布 

 

項目３ 多様な情報発信ツールを活用した周知啓発 

 11 月 子ども権利月間に合わせてイベント情報のほか条例の紹介をにいがた子育て

応援アプリ及び新潟市 LINE公式アカウントで配信 

 11月 新潟商工会議所会報誌への掲載 

 12月 assh12月 14日号掲載、新潟市子ども条例アンケートの実施 

 令和 6年 1月 YouTube用動画制作及び動画広告の展開 


